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★申請様式は、ホームページからダウンロードできます。 

参考資料 



原本 コピー

① 労働者派遣事業許可申請書　（様式第１号）　　[第１面・第２面] 1 ２

労働者派遣事業計画書　（様式第３号）　　[第１面～第２面]
※複数事業所を同時申請する場合、事業所ごとに作成

キャリア形成支援制度に関する計画書　（様式第３‐２号）　　[第１面]
※複数事業所を同時申請する場合、事業所ごとに作成

２
（２）

⑤ ２

⑥ ２

⑦ １ １

２

（１） （１）

⑪ ２

⑫ ２

◎

　については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。

　労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した部分

ｃ．無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者

　　について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、

 　労働基準法第２６条に基づく手当を支払うことを規定した部分

⑭
派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引き、

２

２
マニュアル等又はその概要の該当箇所

上記書類の内容によっては、補足資料を追加でお願いする場合があります。

提出様式は東京労働局のホームページからダウンロードができます。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/

派遣元責任者講習受講証明書（許可の申請の受理日前３年以内の受講日のものに限る）

個人情報適正管理規程

⑬

就業規則又は労働契約の以下の該当箇所
a.教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする取扱いを規定した

　部分

b.無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。

　また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者

１※役員が兼務する場合は不要

※マイナンバー（個人番号）の記載のないもの　（全世帯分は不要となります）

⑩

派遣元責任者の履歴書

１ １

※役員が兼務する場合は不要

※写真は不要

※「氏名」「生年月日」「住所」「最終学歴」「職歴」「賞罰の有無」を記載

　 （職歴は「入社・退社の年月」「役員の就任・退任の年月」「雇用管理経験」を明記し、空白期間のないように

 　　「例：求職活動、法人設立準備等」詳細に記入）

法人税の納税申告書（別表１「税務署の受付が確認できるもの」、及び別表４）

法人税の納税証明書（その２　所得金額用）

⑨
派遣元責任者の住民票の写し（本籍地、または国籍及び在留資格記載のもの）

１

※内容に変更がある場合には株主総会議事録も添付

③
代表者・役員の住民票の写し（本籍地、または国籍及び在留資格記載のもの）

１

登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
１

※非常勤、社外、監査役等を含む登記簿謄本に記載されている全員分が必要

※マイナンバー（個人番号）の記載のないもの　（全世帯分は不要となります）

労働者派遣事業許可申請

提出部数

提出様式・・・

② 1 ２

③ 1 ２

添付書類・・・複数事業所を同時申請する場合、⑧～⑭は申請する事業所ごとに用意してください

①
定款又は寄附行為

② １　　※ただし法人番号(13桁)又は会社法人番号(12桁)がわかり、労働局が登記情報連携システムで登記情報の確認が出
来た場合は添付不要

⑧
賃貸借契約書　（転貸借契約の場合は「原契約書」「転貸借契約書」「所有者の承諾書」）

  　※自己所有の場合は、不動産登記簿謄本（ただし所在・家屋番号又は不動産番号がわかり、労働局が登記情報連
携システムで登記情報の確認が出来た場合は添付不要)

１

④

代表者・役員の履歴書

１ １

※非常勤、社外、監査役等を含む登記簿謄本に記載されている全員分が必要

※写真は不要

※「氏名」「生年月日」「住所」「最終学歴」「職歴」「賞罰の有無」を記載

　 （職歴は「入社・退社の年月」「役員の就任・退任の年月」を明記し、空白期間のないように

 　　「例：求職活動、法人設立準備等」詳細に記入）

最近の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

資料１



原本 コピー

① 自己チェックシート　（様式第１５号）　[全３頁] 1 2

② 就業規則（労働基準監督署の受理印があるページ）

③ 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの（設立直後等で作成していない場合を除く） ２

（申請時にご持参ください）

　①事業所のレイアウト図　２部

　②公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告

　③キャリアアップに資する教育訓練に係る説明資料（東京労働局HPにサンプルがあります）

事業主（本社所在地）を管轄する労働局

◎ 上記書類の内容によっては、補足資料を追加でお願いする場合があります

提出先・・・

※郵便局などで購入

登録免許税　９万円　　（領収証書原本が必要）

※税務署（東京労働局で申請の場合は芝税務署）または郵便局や銀行等で納付

提出部数

参考資料・・・複数事業所を同時申請する場合、①～②は申請する事業所ごとに用意してください

２
※添付書類⑬で就業規則を提出した場合のみ提出が必要

収入印紙　１２万円　　（複数事業所を同時申請する場合、２事業所目からは１事業所につき５万５千円を加算）

確認書類・・・

申請手数料等・・・

労働者派遣事業許可申請（続き）

提出様式は東京労働局のホームページからダウンロードができます。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/



決算日：

要件：１

要件：２

要件：３

設置可能事業所数

要対応！ 事業所 法人名称

現金・預金の額

≧
1,500万円×派遣元事業所

基準資産額

≧
負債の総額×１／７

基準資産額

≧
2,000万円×派遣元事業所

資産要件１～３すべての要件を満たすことが必要です！

営業権／のれん　③

差引資産の総額　④（①‐②‐③）

負債の総額         ⑤

基準資産額　　　　④‐⑤

財産的基礎に関する計算書

令和　　  年　　  月　　  日現在

資産の合計　　　　①

繰延資産　　　　　 ②

資料２



 

キャリアアップ措置 

 

派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、 
  ・段階的かつ体系的な教育訓練 
  ・希望者に対するキャリア・コンサルティング 
                            を実施する義務があります。 
 
※登録型派遣や日雇派遣の場合などでも、段階的かつ体系的な教育訓練、希望者に対するキャリ

ア・コンサルティングは、労働契約が締結された状況で実施する必要があります。（必要に応
じ、労働契約の締結・延長等の措置を講じることとなります。） 

 

段階的かつ体系的な教育訓練 
   段階的かつ体系的な教育訓練は、キャリア形成支援制度として策定した教育訓練計画に基

づいて行います。 
 
キャリア形成支援制度 
 
１ 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること。 
 ○ 教育訓練計画の内容 
  ①実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること。 
  ②実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。（４の時間数に留意） 
  ③実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。（キャリアアップに

資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要） 
  ④派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練（入職時の教育訓練）が含まれたものであること。 
  ⑤無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のもので

あること。 
 
２ キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること。 
  ①相談窓口には、担当者（キャリア・コンサルティングの知見を有する者）が配置されていること。 
  ②相談窓口は、雇用する全ての派遣労働者が利用できること。 
  ③希望する全ての派遣労働者がキャリア・コンサルティングを受けられること。 
 
３ キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること。 
   派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等が整備されて

いること。 
 
４ 教育訓練の時期・頻度・時間数等 
  ①派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。キャリアの節目などの一定の期間ごとに

キャリアパスに応じた研修等が用意されていること。 
  ②実施時間数については、フルタイムで１年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、毎年概ね８時間

以上の教育訓練の機会を提供すること。 
  ③派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等

に配慮しなければならない。 
 

資料３ 



 

教育訓練の実施に当たって留意すべき事項 
●実効性ある教育訓練の実施 
   派遣元事業主は、個々の派遣労働者について適切なキャリアアップ計画を派遣労働者との相談に

基づいて策定し、派遣労働者の意向に沿った実効性ある教育訓練を実施することが望まれます。 
 
●受講機会の確保   

  派遣元事業主は、教育訓練計画の策定に当たって、複数の受講機会を設ける・開催日時や時間設
定に配慮する等、可能な限り派遣労働者が教育訓練を受講しやすいようにすることが望まれます。 

 
●訓練費用   
   段階的かつ体系的な教育訓練は、必ず有給・無償のものでなければなりません。また、その費用

を派遣料金の引上げではなく派遣労働者の賃金の削減によって補うことは、望ましくありません。 
 
●交通費 
   段階的かつ体系的な教育訓練を受けるためにかかる交通費が、派遣先との間の交通費よりも高く

なる場合には、派遣元事業主がこれを負担すべきものです。 
 
●教育訓練の内容の周知 
   派遣元事業主は、段階的かつ体系的な教育訓練として実施する内容について、派遣労働者等に周

知するよう努めなければなりません。特に、インターネット等により関係者に対して情報提供する
ことが望まれます。 

 
●派遣元管理台帳への記載   
   派遣元事業主は、雇用する派遣労働者に対して実施した段階的かつ体系的な教育訓練の日時と内

容を、派遣元管理台帳に記載しなければなりません。 
 
●更なる教育訓練の実施   
   派遣元事業主は、雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るため、実施を義務付けられた段階

的かつ体系的な教育訓練に加えて、更なる教育訓練を自主的に実施し、その訓練についての派遣労
働者の費用負担を実費程度にすることで、受講しやすいものとすることが望まれます。なお、これ
らの教育訓練が、実質的に派遣労働者の参加が強制されるものである場合、派遣労働者がこれらの
教育訓練に参加した時間は、労働時間として計算し、有給とする必要があります。 

 
●派遣先の協力   
   派遣先は、派遣元事業主が教育訓練の実施に当たって希望した場合には、派遣労働者が教育訓練

を受けられるように可能な限り協力し、また必要な便宜を図るよう努めなければなりません。 

 

 

 

キャリア・コンサルティング 
 キャリア形成支援制度として設置する相談窓口の担当者は、資格が必要なものではありません
が、キャリア・コンサルティングの知見を有することが求められます。 
 派遣労働者の意向に沿ったキャリア・コンサルティングが実施されることが必要です。 



 

三田労働基準監督署 

労働安全衛生法第５９条、労働安全衛生規則第３５条により、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対

してその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことが定められています。また、労働安全衛

生法第６６条、労働安全衛生規則第４３条により、労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対して健康診断

を行うことが定められています。しかしながら、当署において事業場の調査を行うと、これらの安全衛生教育

及び健康診断を実施していなかったり、また、本件に関する労働者からの相談も多く寄せられています。 

このため、法令に定める以下の事項を対象労働者に対して確実に実施してください。 

雇入れ時の教育（労働安全衛生規則第３５条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇入時の健康診断（労働安全衛生規則第４３条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者を雇い入れたときは、遅滞なく、次の事項について、教育を行なわなければならないことになっ

ています。ただし、労働安全衛生法施行令第２条第３号に掲げる業種（その他の業種）の事業場の労働者

については、第１号から第４号までの事項についての教育を省略することができます。 
  １  機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 
  ２  安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 
  ３  作業手順に関すること。 
  ４  作業開始時の点検に関すること。 
  ５  当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 
  ６  整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。 
  ７  事故時等における応急措置及び退避に関すること。 
  ８  前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 
※ パートタイマー及びアルバイトなど短時間労働者に対して実施していない事業場が多く見受けられ 
ます。

常時使用する労働者を雇い入れるときは、次の項目について健康診断を行わなければならないことにな

っています。なお、雇入時は、年齢にかかわらず、すべての項目について行う必要があります。 

  １  既往歴及び業務歴の調査 

  ２  自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

  ３  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 

  ４  胸部エックス線検査 

  ５  血圧の測定 

  ６ 貧血検査（血色素量及び赤血球数の検査) 

  ７ 肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP の検査) 

  ８ 血中脂質検査（LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライドの検査) 

  ９ 血糖検査（ＨｂＡ１ｃでも可） 

  10  尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査) 

  11  心電図検査 

 なお、医師による健康診断を受けた後、３月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該

健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この

限りでないとなっています。 

 ※ 実施費用については、事業者に義務を課している以上、事業者が負担すべきものであります。

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm#1-2-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm#1-2-1
NNOHEA
テキストボックス
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× このような状態では、独立性を確保できておらず派遣の事務所としては認められません。

入口 入口

× リビング（居住空間）を経由して事務所内に入るため独立性を有しているとはいえません。

リビング改善案

玄関 玄関

部屋 リネン室 事務所 Ｂ リネン室 部屋

部屋 キッチン
リビング

Ａ キッチン

共有スペース

入口 入口

（例２）
住居等を事務所として利用するケース 　　Ａ又はＢを事務所として使用であれば、

　居住空間を経由しないため独立性を有
　すると解釈します。

（例１）
Ａ社、Ｂ社が同じ室内にあるケース

　　パーテーション等で他社との区切りを
　明確化にすることで独立性を有すると解
　釈します。

改善案

Ａ
社

Ｂ
社

Ａ
社

Ｂ
社

廊下

資
料

５廊下



レイアウト作成例（他の法人が同室にある場合）

廊下 廊下

壁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆最低限記載する事項◆
　・フロア全体のどの部分か？　　　　　　　　　・面談スペース（プライバシーの保護に配慮すること）
　・机や椅子の配置　　　　　　　　　　 　　　　　・研修スペース
　・派遣元責任者、代行者の席　　　　　　　 　・鍵付キャビネットの位置　　　　・社名表示の位置

EV EVホール

研
修
・
面
談
ス
ペ
ー
ス

派遣元責任
者(派 遣太)

２０２号室
(隣の

　　部屋）

派
遣
元
責
任
者

(

登
 

録
一

)

代
行
者

(

東
京
太
郎

)鍵付キャビネット

【社名表示（株式会社○○）】
【パーテーション （◎◎ｃｍ）】

●人の目線より高いパーテーションであることが必要。透明パーテーションの場合は、紙や布を貼って目隠ししてください

共用スペース（占有部と共用部を区切ること）

【社名表示（株式会社□□）】

社名表示（株式会社□□・株式会社○○）

株式会社□□（転貸人）

※個人情報の管理部門が出入口や他部門と接近しすぎていたり、

他部門や来客者の人通りが多く管理に不安がないかも確認します

●職業紹介兼業

の場合は、別々の

キャビネが望まし

いが、上下段で分

けるなど、混在・

流用しないよう

になっていれば

可。

●派遣元責任者が２名以上いる

場合は、それぞれの席を記載



★ 納付書に記載する項目
・税 目：２２１ ・科目：「トウロクメンキョ」税
・税務署名：「シバ」税務署 ・住所：法人住所
・税務署番号：０００３１０９５ ・氏名：法人名

＊下記記載例を参考に記載してください。

登録免許税の納付方法に関する留意事項

１ 納付について
「労働者派遣事業許可」及び「職業紹介事業許可」の許可申請１件につき、登録免許
税として９０，０００円の納付が必要です。（無料職業紹介事業の許可申請については、
登録免許税の納付は必要ありません。）
なお、許可更新の際には、登録免許税を納付する必要はありません。

２ 納付方法について
現金納付が原則です。許可申請者が国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳
入代理店（銀行や郵便局）又は東京労働局を管轄する「芝税務署」で、登録免許税を
納付し、領収証書（原本）を許可申請書とあわせて提出（貼付せず）してください。
納付書は、最寄りの税務署か東京労働局需給調整事業部で入手してください。
なお、領収証書（原本）を紛失した場合は、再度納付する必要がありますので、ご注意
ください。

記載する項目 （注意）３枚複写になっておりますので、ボールペン
などで強めに記載してください。

≪登録免許税の記載例≫

記載例
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登録免許税に関するＱ＆Ａ

Ｑ１ 登録免許税の納付書はどこで入手できますか？

Ａ 最寄りの税務署で入手するか、もしくは、東京労働局需給調整事業部に備え付
けております。（銀行や郵便局にはありませんのでご注意ください。）

Ｑ２ 最寄りの税務署から登録免許税の納付書をもらったところ、税務署番号が記載
されています。芝税務署の番号に訂正して納付することは可能ですか？

Ａ 訂正しても問題ありません。ただし、納付する金融機関が受付してもらえるか
確認ください。（金融機関が受付出来るなら問題ありません。）
なお、同様に会社名や住所などの記載で訂正する場合も訂正は可能です。

Ｑ３ 派遣事業と紹介事業の許可を申請する予定ですが、登録免許税をまとめて
納付することは可能ですか？

Ａ 派遣と紹介、それぞれの許可申請書に登録免許税の領収証書（原本）を添付
する必要がありますので、別々に納付してください。
なお、間違ってまとめて納付した場合は、税務署にて還付請求を行いますので、
領収証書（原本）を持参し相談してください。

Ｑ４ 登録免許税は電子やペイジーなどで納付することは可能ですか？

Ａ 電子申請やペイジーでの納付はできません。現金で納付してください。

Ｑ５ 登録免許税は、許可更新の際にも納付する必要がありますか？

Ａ 新規許可申請時のみ納付が必要です。

Ｑ６ 登録免許税の領収証書（原本）を提出することになっていますが、原本を提出
すると、会社の経理担当に困るといわれています。コピーの提出では駄目です
か？他に方法はありませんか？

Ａ 許可申請には、登録免許税の領収証書（原本）を厚生労働大臣あて提出する
必要があるため、コピーでの提出は不可です。
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公正採用選考人権啓発推進員制度 
 
 
 
 
制度の目的 

 国民の職業選択の自由、就職の機会均等を確保し、雇用の促進を図るためには、雇用主が同和問

題をはじめとする人権問題について正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考を行うことが重要

です。 
 このため、職業紹介事業、労働者派遣事業を行う皆様においては、雇用主としての側面にとどま

らず、労働力需給調整システムの一翼としての社会的責務の重要性に鑑み、「公正採用選考人権啓

発推進員」（以下、「推進員」という。）を設置し、ハローワークが推進員に対する研修等を行うこ

とにより、公正な採用選考システムの確立のために必要な知識、理解及び認識を深めることを目的

としています。 
 
 
推進員設置対象となる事業所 

●すべての職業紹介事業を行う事業所 

●すべての労働者派遣事業を行う事業所 

 
 
推進員選任の基準 

 職業紹介事業所または労働者派遣事業所においては、当該職業紹介事業または労働者派遣事業を

実施する上での相当の権限を有する方から選任することを原則とします。 
 
 
推進員の役割 

 「推進員」は、就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項について、中心的な役

割を担っていただきます。 
●求職者及び派遣労働者に関する採用・選考について、公正な採用選考システムの確立を図るとと

もに求人者等に対する啓発等に努めること。 

●職業安定機関との連携に関すること。 

●その他、当該職業紹介事業所または労働者派遣事業所において必要とされる対策の樹立及び推進

に関すること。 

 
 
推進員選任状況の報告 

●推進員を選任していない東京労働局管内に所在する事業所については、新規の「公正採用選考人

権啓発推進員選任状況報告」を速やかに東京労働局需給調整事業部に提出してください。推進員

の選任状況について、管轄のハローワークに登録させていただきます（裏面の様式をコピーして

お使いください）。 

●推進員の選任後到来する毎年６月１日現在の推進員の選任状況についても報告していただくこ

ととしております。 

 なお、推進員選任状況報告の提出先は、新規は東京労働局需給調整事業部、２回め以降は管轄の

ハローワークとなっておりますのでご注意ください。 
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公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告 
 
次の該当項目について、公正採用選考人権啓発推進員の選任状況を報告します。 

（該当項目を☑） 

□ 新規 
公正採用選考人権啓発推進員を、下記のとおり新たに選任しました。 

□ 変更（ □ 交代 □増員 ） 
公正採用選考人権啓発推進員を、下記の者に変更しました。 

□ ６月１日現在 
    年６月１日現在、下記の者を公正採用選考人権啓発推進員として選任しています。 
 

氏 名 役 職 選任年月日 

      年  月  日 

 
    年   月   日 

 

  事 業 所 所 在 地 〒   －     

  

  

（電話番号）    －       － 

 

  事 業 所 名 

 

  事 業 主 氏 名                       
 

 

 

 雇用保険適用事業所番号  －  －  従業員数 人 

 

※ 職業紹介事業者許可番号 13 －  －  

 

※ 労働者派遣事業者許可番号 派 13 －  

 

            公共職業安定所長 殿 

【注意】 
（１） 公正採用選考人権啓発推進員については、人事担当責任者（人事担当の部・課長級以上）等、事業

所内において、採用選考その他人事管理に関する事項について相当の権限を有する方から選任してく

ださい。 
（２） 人事異動等により、公正採用選考人権啓発推進員が変更となった場合には、その都度速やかに変更

について報告してください。 
（３） ※については、該当する事業所のみ記入してください。 


